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第１章 基本方針 

 

１．目 的 
災害に強いまちづくりを目的に、命を守るための防災対策の一つとして、日常生活において最

も滞在時間の⾧い住宅や、不特定多数の人が利用する特定建築物、防災拠点となる公共建築物を

中心とした、建築物の耐震対策に係る取り組みを策定します。 

 

２．位置付け 
市の総合計画である「天理市総合計画」を踏まえるとともに、災害対策基本法（昭和 36 年法

律第 223 号）に基づき防災に係る総合的な運営を計画化した「天理市地域防災計画」及び「天理

市国土強靭化地域計画」との調整を図りつつ、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成 7 年

法律第 123 号。以下、「耐促法」という。）の規定に基づき、天理市の区域内の建築物の耐震診断

及び耐震改修の促進を図るための計画（以下、「天理市耐震改修促進計画」という。）を定める。 

また、平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災などを背景に、建築物の地震に対する安全性の

向上を一層促進するため、平成 25 年 5 月に耐震改修促進法が改正（平成 25 年 11 月施行）され、

不特定多数の者が利用する要緊急安全確認大規模建築物等の耐震診断の義務化や耐震診断結果

の公表などの措置を講じるよう規定されました。 

このことに伴い、「天理市防災計画」、「天理市地震防災対策アクションプログラム」を上位計

画とし、住宅については、県が策定している「奈良県耐震改修促進計画」との連携を図り、市内

の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修をより一層促進するものです。 

また、平成３０年の大阪府北部を震源とする地震におけるブロック塀等の倒壊被害を背景に

「建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令等の改正」が平成３１年１月に施行され、通行障

害となる建築物として、一定の⾧さ及び高さを超える組積造の堀に係わる事項が追加されまし

た。 

 

３．計画期間 
本計画は、令和 8 年度（2026 年度）から令和１７年度（2036 年度）までの１０カ年とします。

また、本計画は、５年が経過した段階において必要な見直しを行うものとします。 
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第 2 章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標 
 

 

１．想定される地震の規模 
平成 16 年 10 月に第２次奈良県地震被害想

定調査検討委員会によってまとめられた「第

２次奈良県地震被害想定調査報告書」（以下

「被害想定調査報告書」という。）によれ

ば、地震の種類を内陸型地震と海洋型地震の

大きく２つに分けて地震の被害想定を検証し

ている。海洋型地震である東南海・南海地震

は、今後 30 年以内の発生確率が 60～70％と

高く、今世紀前半の発生が懸念されている

が、その被害規模は比較的小さい。 

一方、活断層が活動することによって発生

する内陸型地震は、同 30 年以内での発生確

率は５％以下と低いが、一旦発生すると被害

規模が大きいと考えられている。 

 

 

 

 

 

内陸型地震の想定マグニチュード 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象地震 断層⾧さ 

(km) 

想定 

ﾏｸﾞﾆﾁｭｰﾄﾞ 

① 奈良盆地東縁断層帯 ３５ 7.5 

② 中央構造線断層帯 ７４ 8.0 

③ 生駒断層帯 ３８ 7.5 

④ 木津川断層帯 ３１ 7.3 

⑤ あやめ池撓曲―松尾山断層 ２０ 7.0 

⑥ 大和川断層帯 ２２ 7.1 

⑦ 千股断層 ２２ 7.1 

⑧ 名張断層 １８ 6.9 

④木津
川断層

帯

③
生
駒
断
層
帯

⑤
あ
や
め
池
撓
曲
－
松
尾
山
断
層

⑥
大
和
川
断
層
帯

①
奈
良
盆
地
東
縁
断
層
帯

⑦千
股断

層

⑧
名
張
断
層

②
中
央
構
造
線
断
層
帯

（出典:第 2 次奈良県地震被害想定調査報） 

図 1-1 奈良県周辺の活断層 

（出典:第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書） 
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また、この「被害想定調査報告書」では内陸型地震で本市に近い奈良盆地東縁断層帯が震源

となる大地震が起こった場合の被害想定を図２－３に示しているが、奈良県で相当な被害量が

想定されており、本市においても大きな被害が予想されている。 

 

表２－２ 奈良盆地東縁断層帯による地震の奈良県の被害想定 

断層の⾧さ 35km マグニチュード 7.5 

死者 5,153 人 負傷者 19,045 人 

住家全壊 119,535 棟 住家半壊 83,442 棟 

建物火災（冬の夕方６時） 1,199 件 避難者（１週間後） 435,074 人 

断水世帯（直後） 433,526 世帯 停電世帯（直後） 486,436 世帯 

都市ガス供給支障世帯 256,903 世帯   

（出典:第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書） 

 

（出典:第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書） 

図 2-3 奈良盆地東縁断層帯による地震の被害想定 
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２．想定される被害の状況 

 

ア 想定される人的被害 

想定地震における被害想定は、表２－３のとおりである。人的被害については、災害の最も

被害の大きい冬の平日午前５時（建物内人口が最も多く、建物倒壊による人的被害が大きくな

る）を記載する。 

表２－３ 人的被害想定                        (単位：人)                            

想定地震 死者数 負傷者数 死者＋負傷者 

内
陸
型
地
震 

①奈良盆地東縁断層帯 ４３４ ９５０ １，３８４ 
②中央構造線断層帯 ２９０ ８２３ １，１１３ 
③生駒断層帯 ２７９ ８１９ １，０９８ 
④木津川断層帯 ２１３ ８９５ １，１０８ 
⑤あやめ池撓曲―松尾山断層 ２７４ ８１７ １，０９１ 
⑥大和川断層帯 ３２１ ８５１ １，１７２ 
⑦千股断層 １８９ ９６７ １，１５６ 
⑧名張断層 ２３５ ８００ １，０３５ 

海
溝
型
地
震 

①東南海・南海地震同時発生 ０ ３２ ３２ 
②東南海地震 ０ １９ １９ 
③南海地震 ０ １８ １８ 
④東海・東南海地震同時発生 ０ １９ １９ 
⑤東海・東南海・南海地震同時発生 ０ ３２ ３２ 

（出典:第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書） 

 

イ 想定される建物被害 

想定地震における被害想定では、建物被害は表２－４のとおりである。焼失棟数については最

も建物被害の大きい冬の平日午後６時（火気器具の使用率が高く、乾燥・強風のため出火・延燃

被害が大きくなる）を記載する。 

表２－４ 建物被害想定                      (単位：棟) 
想定地震 全壊棟数 半壊棟数 焼失棟数 

内
陸
型
地
震 

①奈良盆地東縁断層帯 １０，２０４ ４，８７８ １，０９１ 
②中央構造線断層帯 ６，８８４ ５，７８０ １，００７ 
③生駒断層帯 ６，６１６ ５，８５１ １，０１９ 
④木津川断層帯 ５，０５９ ６，０８９ ９９５ 
⑤あやめ池撓曲―松尾山断層 ６，４９７ ５，８９１ １，０３４ 
⑥大和川断層帯 ７，６１５ ５，５５７ １，０１２ 
⑦千股断層 ４，４９６ ６，１１３ ９１９ 
⑧名張断層 ５，６１１ ５，９７６ ９７３ 

海
溝
型
地
震 

①東南海・南海地震同時発生 １０３ ９２ ０ 
②東南海地震 ６４ ５６ ０ 
③南海地震 ５６ ５０ ０ 
④東海・東南海地震同時発生 ６４ ５６ ０ 
⑤東海・東南海・南海地震同時発生 １０３ ９２ ０ 

（出典:第 2 次奈良県地震被害想定調査報告書） 
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ウ 南海トラフ巨大地震の被害想定 

令和７年 3 月に内閣府により発表された「南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被

害想定」には、南海トラフの巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・津

波の被害想定がとりまとめられています。 

この地震・津波は、次に必ず発生するというものではなく、現在の知見では発生確率を想

定することは困難ですが、その発生頻度は極めて低いものです。しかし、仮に発生すれば、

西日本を中心に甚大な被害をもたらすだけでなく、人的損失や国内生産・消費活動、日本経

済のリスクの高まりを通じて、影響は我が国全体に及ぶ可能性があります。 

なお、同想定によると、天理市における最大震度は６強と想定されています。 
 

図１－２ 南海トラフ巨大地震の規模と想定震源断層域

 
 

表１－３ 南海トラフ巨大地震による各市町村の最大震度一覧 
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３．耐震化の現状 

 

（１）住宅の耐震化の現状 

令和５年の「住宅・土地統計調査」によると、本市の住宅数は 24710 戸となっており、このう

ち昭和 56 年以降の新耐震基準に適合する住宅数は 18177 戸、それ以前の耐震基準に基づく住宅

数が 6533 戸となっている。 

 

天理市の耐震化率の現状 

住宅・土地統計調査より本市の耐震化率を推計すると、次のグラフのとおりである。推計結果

によると、市内の住宅のうち、既に耐震化されている住宅数は 21,651 戸、耐震化率は 87.6%と

なっている。 

 
 

※ 建築年代不詳の住宅戸数を按分して推計を行っているため、建築物の割合は単純集計の結果と

は一致しない。 

※ 耐震診断の結果耐震性能を満たす住宅については、住宅・土地統計調査により推計した。 

※ 耐震改修を行った住宅戸数については、住宅・土地統計調査より推計した。 
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（２）多数の者が利用する建築物等の現状 

 

① 多数の者が利用する建築物（法14条第１項第１号） 

多数の者が利用する建築物のうち、昭和56年５月以前のものは191棟あり、このうち耐

震化されているものは104棟と推計される。 

 

表２－５ １号特定建築物（民間）の状況            （単位：棟） 

  総数①（②+③） 耐震化されてい

る建物 

④ 

耐震化率 

（④／①） 

⑤ 
区分  新耐震 

② 

旧耐震 

③ 

昭和55年以前 191 0 191 104 54.5% 

昭和56年以後 197 197 0 197 100.0% 

合計 388 197 191 301 77.6% 

（令和２年10月 奈良県、市町村の調査結果より推計） 

 

② 危険物の貯蔵または処理場の用途に供する建築物（法14条第１項第２号） 

昭和56年５月以前に建築されたものが６棟となっている。内訳は、ガソリンスタンドが

１棟、その他危険物が５棟となっている。 

 

③ 緊急輸送道路等の避難路沿道建築物（法14条第１項第３号） 

１）該当基準 

  ■道路を閉鎖させるおそれのある建築物の該当基準 

 
 

２）現状 

南海トラフ巨大地震に備え、県外から支援を受ける路線や防災拠点にアクセスする

路線強化のため、令和７年３月に奈良県緊急輸送道路ネットワークの見直しが行われ

た。この見直しに伴い、県が定める緊急輸送道路の沿道で、地震時に道路閉鎖の可能

性のある建築物のうち、昭和56年５月以前に建築されたものが33棟となっている。 
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   ■緊急輸送道路 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          第１次緊急輸送道路 

第２次緊急輸送道路 

 

 

 

④ 公共建築物（市有物件） 

市有特定建築物はすべて耐震性を満たしている。 
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（３）耐震化施策の現状と実績 

   平成18年度より市全域において、昭和56年5月以前に建築された木造戸建の個人住宅を

対象として、所有者の申請により、本市から耐震診断員を派遣する「既存木造住宅耐震診

断支援事業」を実施している。 

   また、平成21年度からは、昭和56年5月以前に建築された木造戸建の個人住宅を対象と

して、耐震改修工事費用の一部を補助する「既存木造住宅耐震改修工事補助事業」を実施

している。 

 

  表２－８ 既存木造住宅の耐震診断・耐震改修の実績     （単位：戸） 

年次 耐震診断 耐震改修 
 募集 実績 募集 実績 

平成18年度 30 30 - - 

平成19年度 30 30 - - 

平成20年度 30 27 - - 

平成21年度 10 6 2 1 

平成22年度 10 6 2 1 

平成23年度 10 9 4 4 

平成24年度 20 25 10 5 

平成25年度 20 9 8 2 

平成26年度 20 8 6 0 

平成27年度 20 11 4 0 

平成28年度 15 7 2 1 

平成29年度 15 1 2 2 

平成30年度 8 5 2 2 

平 成31年 度（ 令 和 元 年度 ）  8 6 2 0 

令和２年度 8 2 2 0 

令和３年度 8 3 2 0 

令和４年度 8 1 2 0 

令和５年度 8 7 2 0 

令和６年度 8 8 2 1 

令和７年度 8 8 2 0 

合計 299 209 54 15 
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４．耐震改修等の目標の設定 

（１）住 宅 

阪神・淡路大震災においては、犠牲者の約９割が建築物や家具等の倒壊・転倒による圧

迫死によるものであった。本市においては、住宅の倒壊による犠牲者の発生をできる限り

減少させるため、住宅の耐震化率について、次のように目標を定める。 

住宅の耐震化率：９５％ ( 令和 17 年度末まで ) 

なお、目標を達成するにあたり、以下を考慮して施策を推進する。 

・将来の住宅戸数の予測と建物の更新状況により、将来の耐震化率を推計すると、令和

７年度には、約91％となる。 

・目標達成のためには、残り約４％（約1,000戸）について耐震改修、建て替え等の耐

震化の促進を図る必要がある。 

・平成30年の住宅・土地統計調査（奈良県数値）に基づく推計では、昭和56年以前の木

造戸建て住宅のうち耐震性が不十分なものの割合が72％、同じくその他共同住宅等

のうち耐震性が不十分なものの割合が26％と木造戸建て住宅の割合が高いことや、

平成30年住宅・土地統計調査によると、天理市においても昭和55年以前の住宅の約

78％が戸建て住宅と推計されることから、戸建て住宅の耐震化の促進に注力するも

のとする。 

・昭和55年以前に建築された戸建て住宅は築40年以上が経過し、今後、建て替えが進

むと考えられることから、耐震改修に加え、建て替えも視野に入れた耐震化を促進す

ることとする。 

・また、伝統的民家等の耐震化については、魅力や趣のあるまちづくり、地域づくりに

即した方法で推進していくことも重要である。 

住宅の耐震化の目標（令和７年推計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（住宅・土地統計調査より推計） 

 

 

平成30年 令和2年 令和7年

25,000
合計24,850戸 合計24,930戸

合計23,818戸

5,000

　S56年以降耐震性あり

20,000

　S55年以前耐震性あり
18,785 19,048 19,078

　耐震化促進

　耐震性不十分

10,000

戸
数
（

戸
）

(75.6%) (76.4%) (80.1%)

15,000

0

3,231 3,006
(13.0%) (12.1%)

　　目標
　　耐震化率
　　95％

　耐震化率
　87.0％

　耐震化率
　87.9％

(10.5%)

1,188（5.0%）

1,040（4.4%）

2,834
(11.5%)
2,876

2,512(11.4%)
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 (２) 特定建築物 

特定建築物の耐震化の現状､これまでの本市の取り組み､県の耐震改修促進計画､国の

基本方針を踏まえて､地震による人的被害及び経済被害を減災させるために､多数の者が

利用する建築物（１号特定建築物）の耐震化率を令和1７年度までに95%にすることを目

標とする｡ 

なお､目標を達成するにあたり､次のようなことを考慮して施策を推進する｡ 

① 奈良県と連携し特定建築物の用途や立地条件を踏まえた耐震化促進を、効率的･効果

的に図っていくこととする｡ 

② 耐震化の重要性･必要性について普及･啓発､耐震化を支援する施策を一層推進する

ことにより､旧基準建築物の建て替え･耐震改修の促進を図るものとする｡ 

耐震化率95％を達成するため、民間の１号特定建築物については、令和2年～７年の

５年間で68棟の耐震化が必要であると推計できることから、年間13～14棟の耐震化

が行われることが目標となる。 

 

多数の者が利用する建築物（１号特定建築物）（民間）の耐震化の目標 

 

（令和２年 10 月 奈良県、市町村の調査結果より推計） 

 

 

 

（３) 公共建築物 

公共建築物は、その平常時の公共性の大きさに加え、地震災害発生時等の非常時にお

いても防災拠点や復興拠点として活用される可能性が高いため、令和７年度末の目標耐

震化率を100％と定める。 

令和2年 令和7年

合計388棟 合計388棟
400

　S56年以降耐震性あり

350

　S55年以前耐震性あり
197 197

300
棟
数
（

棟
）

(50.8%) (50.8%)
　　耐震化率
　　77.6％

　耐震化促進
250

　　目標
　　耐震化率
　　95％

200 　耐震性不十分

(17.5%)
(22.4%)

150 104 104
(26.8%) (26.8%)

19（5.0%）
0

100

68
50 87
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第３章 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策に関する事項 
 

１．耐震診断・改修に係る基本的な取り組み方針 

本市は、これまで災害対策基本法等に基づき、天理市地域防災計画等を策定し、地震対策を

推進してきた。しかし、平成７年１月17日に突然発生した阪神・淡路大震災は、改めて大地震

の脅威を認識させるとともに地震対策に対する貴重な教訓をもたらした。大地震による災害か

ら市民の生命、身体及び財産を守り、被害を最小限にとどめるためには、行政はもとより市民

一人ひとりが自発的かつ積極的に防災の役割を果たしていくことが極めて重要であり、市民は

「自らの命は自ら守る」（自助）「自らの地域は皆で守る」（共助）という地震対策の基本に立

ち、家庭や事業所における地震対策、地域における住民相互の協力による防災活動を行う必要

がある。 

これらを踏まえ、本市の既存建築物の耐震診断及び耐震改修を計画的かつ総合的に進めてい

く。建築物の耐震化の促進のためには、自助、共助の考え方を基に地域防災対策は自らの問

題、地域の問題という意識を持つことが重要であり、市民・事業者に対して、防災意識の向上

と建築物の耐震化の必要性・重要性の普及・啓発に積極的に取り組む。建築物の所有者による

耐震化への取り組みをできる限り支援するという観点から、所有者にとって耐震化を行いやす

い環境の整備や負担軽減のための制度の実施等、耐震化の促進に必要な施策を講じる。新基準

建築物についても、構造種別に応じた法改正、告示基準の制定がなされており、建築物の安全

性の確保が求められている。国・県の動きに呼応し、市民の安全・安心に向けた対策を推進

し、さらなる建築物の安全性の確保に取り組む。 

 

２．耐震診断・改修の促進を図るための支援策の概要 

耐震診断員を派遣する「既存木造住宅耐震診断支援事業」及び、所有者が行う耐震改修工事に

要する費用へ補助を行う「既存木造住宅耐震改修支援事業」を引き続き実施します。 

令和３年度から令和７年度までに、上記の耐震診断支援事業の利用は２７件でした。応募が低

調な年があったものの、令和６年能登半島地震の影響もあり、直近では多くの応募を受けていま

す。今後もこの応募状況が継続するよう、効果的な啓発・広報を実施していきます。 

一方、耐震改修に関する支援事業の応募件数は、直近５年間で１件のみとなっており、充分に

活用されていない状況です。耐震改修に至らない要因のひとつとして、近年の物価高騰が挙げら

れるため、令和８年度より補助金額を拡大します。 

 なお、平成１２年５月までに建築された木造住宅への対象拡大にあたっては、市内の実態や市

民からの要望を考慮し、その必要性について検討します。 

 

３．安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

建物所有者等が安心して耐震改修を実施できる環境整備に取組みます。特に「だれに相談すれ

ばよいか」「だれに頼めばよいか」「工事費用は適正か」「工事内容は適切か」等の耐震化に取組

む方の不安を解消することが必要です。本市においては、円滑に耐震診断及び耐震改修の相談が
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行えるように、相談窓口を設置しています。 

 

４．地震時の建築物の総合的な安全対策に関する事業の概要 

これまでの地震被害の状況から、住宅・建築物の耐震化とあわせて、ブロック塀の倒壊防止対

策、窓ガラス等の落下防止対策、天井の落下防止対策、エレベーター等の閉じ込め防止対策、家

具の転倒防止対策の必要性が指摘されている。このため、県と連携し、被害の発生するおそれの

ある建築物の所有者に対し、必要な措置を講じるよう指導・啓発し、地震時の総合的な建築物の

安全対策を推進する。 

ブロック塀の倒壊対策、窓ガラス・天井の落下防止対策、エレベーター等の閉じこめ防止対策

等の総合的な安全対策については、防災点検等における指導の徹底を図り、市の広報紙・パンフ

レットの作成と配布等による啓発活動を行う。 

また、地震に伴うがけ崩れ等による建築物の被害の軽減を図るため、がけ地近接等危険住宅移

転事業及び住宅宅地基盤特定治水施設等整備事業等の活用を促進し、敷地の安全対策を推進する。 

 (１) ブロック塀等の安全対策 

平成30年に発生した大阪北部地震を踏まえ、倒壊による道路の閉塞や歩行者に危害を与える恐

れのあるブロック塀等の組積造の塀については、耐震性が確保されていることが必要です。耐震

性が不十分なブロック塀等について、倒壊による災害を未然に防止するために、既存塀の改修も

含め、県や建築関係団体と連携して、ブロック塀等の耐震性向上の促進を図っていく。 

 (２) 窓ガラス、天井落下防止対策等について 

人の通行が多い沿道に建つ建築物や避難路沿いにある建築物の窓ガラスの地震対策や外壁に

使われているタイルや屋外広告物等の落下防止対策、また大規模空間を持つ建築物の天井崩落対

策等について、建築物の所有者、管理者等に対し安全対策措置を講じるよう、啓発・指導を図っ

ていく。 

  (３) エレベーター等の地震防止対策 

   建築基準法によるエレベーター等の定期検査の機会を捉え、現行指針に適合しないエ 

レベーター等について、 

① エレベーター等の耐震安全性の確保 

② 地震時管制運転装置の設置 

③ 脱落防止対策の致底 

④ 閉じこめが生じた場合に早期に救出できる体制整備 

⑤ 平時における地震時のエレベーター等の運行方法等の情報提供や地震時の閉じ 

     込めが生じた際における乗り場等での適切な情報提供  

   など、地震時のリスク等を建物所有者に周知し、耐震安全性の確保の促進を図って 

いくものとする。 

    また、平常時から乗り場等における掲示、地域の防災訓練の活用等により 

地震時のエレベーター等の運行方法や閉じ込められた場合の対処方法などについて 

利用者に周知する。 
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５．優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定 

   地震に伴う倒壊等による被害を減少させる観点から、優先的に耐震化に着手すべき建 

築物を設定する。 

   ア 住宅については、旧基準建築物の木造住宅の過去の地震における被害状況、新基準建

築物の構造種別に応じた法改正、告示基準の制定、耐震改修促進法改正等を踏まえ、

全ての住宅を「重点的に耐震化を図る建築物」とする。このうち旧基準建築物に該当

する木造住宅については、その耐震性について特に問題があると考えられることから

「より重点的に耐震化を図る建築物」とする。 

   イ  １号特定建築物については多数の者が利用する建築物であり地震発生時に利用者の安

全を確保する必要が高いこと、２号特定建築物については危険物を取り扱う建築物で

あり倒壊した場合多大な被害につながるおそれがあること、３号特定建築物について

は倒壊した場合道路を閉塞し多数の者の円滑な避難を妨げるおそれがあることから

全ての特定建築物を「重点的に耐震化を図る建築物」とする。 

       このうち、地震が発生した際に応急対策活動の拠点となる災害対策本部となる本庁

舎、並びに警察及び消防の庁舎、医療活動拠点となる病院・診療所、避難収容拠点と

なる学校、要介護施設である社会福祉施設等その他の防災上重要な建築物については、

「より重点的に耐震化を図る建築物」とする。 

       また、耐震改修促進法の改正を踏まえ、地震発生時の建築物の倒壊による周辺市街

地への影響や人的被害発生の懸念等から、不特定多数が利用する要緊急安全確認大規

模建築物等についても、「重点的に耐震化を図る建築物」とする。 

    ウ  特定建築物に該当しない市有建築物についても、市民の安全の確保、地震時におけ

る応急対策活動の拠点施設や避難施設としての利用の観点から「重点的に耐震化を図

る建築物」とする。 

 

６．重点的に耐震化すべき区域の設定 

   奈良県の全域が、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づ

く東南海・南海地震防災対策推進地域内にあることから、市域全体を重点地区とする。また、

人口集中地区（D.I.D）や密集市街地、緊急輸送道路や避難路沿道等を早急に対応すべき地区

とする。 
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第４章 建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の普及に関する事項 

 

１．地震ハザードマップの作成・公表 

地震ハザードマップは、地震による被害の発生見通しと、避難方法等に係る情報を住民にわ

かりやすく事前に提供することによって、平常時から防災意識の向上と、住宅・建築物の耐震

化を促進する効果が期待できます。このため本市は、発生のおそれがある地震の概要と地震に

よる危険性の程度等を記載した地震ハザードマップを作成、公表しています。 

 

２．パンフレットの作成・配布 

耐震診断・改修に関する事業の促進に資するためのパンフレットを作成・配布し、各種補助

制度の普及啓発に努め、既存建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性について啓発していき

ます。   

 

３．各種広報媒体を活用した周知 

広報紙、ホームページ、SNS等を活用し、広く市民に対し制度の周知、耐震化の普及・啓発

を実施します。 

 

４．イベント等の開催 

  県や各種団体と協力し、講演会や相談会、パネル展等を実施します。 

 

５．高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローンの促進 

令和６年度補正予算により新設された「リ・バース６０耐震改修利子補給制度」により、令

和８年３月現在、耐震改修を含むリフォームについて、独立行政法人住宅金融支援機構と提携

する民間金融機関が提供する高齢者向けリバースモーゲージ型住宅ローン「リ・バース６０」

において、無利子又は低利子での貸付を行うことが可能です。年金生活者や収入の少ない高齢

者にとって、住環境の維持・改善のために利用できることから、所有者への情報提供・普及啓

発に努めます。 

 

６．自治会等との連携（取り組み支援策） 

地震防災対策では、「自らの地域は自ら守る」という共助の考え方に立ち、地域としての耐震

化への取り組みが重要です。自治会等は地域の災害時対応において重要な役割を果たすほか、平

常時における地域の安全対策や耐震化促進の啓発活動を担うことが期待されます。自主防災組織

の育成や地域に密着した専門家の育成など、地域防災力の向上を目指す取り組みを支援していき

ます。   
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第５章 所管行政庁との連携に関する事項                        

建築物の耐震化の促進を図るためには、効果的な指導を行っていく必要がある。そのため、所

管行政庁である県と十分連絡調整を行い、連携を図りながら指導等を進めていく。 

 

第６章 その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項               

１．庁内での横断的な連携 

本市における防災、学校、社会・児童・障害福祉、社会教育、公営住宅等を所管する部局等と

横断的な連携をとることにより、全庁一体となって市有建築物の耐震化を推進する。 

 

２．関係団体との協働による推進体制の確立 

県、市、関係機関及び建築関係団体等で組織する「奈良県住宅・建築物耐震化等促進協議会」

を活用しながら、耐震化への取り組みの情報交換等による連携を行い、建築物の耐震化を推進す

る。 
 


